
ライトアップ時間＝日没後～午後8時
ライトアップ期間の開園時間＝午前9時～午後8時(入園は午後7時30分まで）
通常の開園時間＝午前9時～午後4時30分（入園は午後4時まで）

ライトアップ期間

令和7年2月撮影

梅スポットの紹介は4面へ

期間限定のライトアップ

池上梅園のご案内

2.13 3.1金 日

春 の
香 り を 楽

し み
ま せ

ん
か

園内には30種余りの梅の木が植えられ、 初春には香り豊かな梅の花が咲き誇ります。
池上周辺の散策と併せてぜひ、ご来園ください。

動画はコチラ

#たくさんの種類の魚にわくわく

#カキやホタテも大きい

初めての市場！買う時はドキドキしたけ
れど、お店の人が親切にしてくれて安心
しました！！
新鮮で安く魚が買えて幸せ～～

ネイチャーセンターからは見晴らしがよく、
野鳥がはっきり見えました！
あれは……アカエイ？干潟には魚や虫も！
生き物たちの暮らしがのぞけました♪

#室内のライブカメラでぬくぬく野鳥観察

#地下では干潟を間近で見られる #キッズスペース有り

7地域基盤整備第一課管理係t5764-0629f5764-0633

住所 池上2-2-13

アクセス 池上駅下車徒歩20分、西馬込駅下車徒歩10分

入園料 大人100円、6～15歳20円※65歳以上と5歳以下、
身体障害者手帳などをお持ちの方は無料（確認できる書類をお持ちください）

※２・３月は休園はありません。ライトアップ時間中は、園内の一部に入れない箇所があります

開花状況は
コチラ

No.1785
令和8（２０２6）年
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催し・講座

創業相談
1区内で創業を検討しているか創業間もない方
2月～金曜、①午前10時②午後1時30分
③午後3時から（1回1時間程度）
3産業プラザ6電子申請
7（公財）大田区産業振興協会
t3733-6144f3733-6122

国保・年金・税

お知らせ

7閉館に関すること＝産業振興課産業振興担当
t5744-1322f6424-8233
物販・サービスに関すること＝
大田区観光情報センター
（年中無休、午前9時～午後8時）
t6424-7288

休館のお知らせ
●アプリコ

●ゆいっつ

22月22日(日)・25日(水)
※電力点検・全館清掃のため
t5744-1600f5744-1599

23月2日（月）
※設備点検のため
t6424-5101f6424-5120

止水板設置助成制度をご活用ください
詳細は区HPをご覧ください。

大田区観光情報センターの閉館
3月31日（火）をもって営業を終了します。

1過去に浸水被害が発生した地域か、発生の
おそれがある地域6問合先へ電話で相談の上、
申請書（問合先で配布。区HPからも出力可）を
郵送か持参
7建築調整課地域道路整備担当
t5744-1308f5744-1558

7課税課課税担当
t5744-1192f5744-1515

国保・年金・税

バイク・軽自動車などをお持ちの方へ
4月1日現在、バイク・軽自動車（660cc以下）・
フォークリフトなどの小型特殊自動車を所有して
いる方は、軽自動車税（種別割）が課税されます。
新規登録、廃車、所有者の変更は速やかに届け出
てください。手続き先は車種により異なりますの
でお問い合わせください。
※インターネットオークションなどで原動機付自
転車やミニカーを購入する場合、区での標識登録
手続きには、販売証明書か旧所有者の廃車申告
受付書と譲渡証明書が必要です。購入時の領収
書などでは登録できません

募集・求人

おおたユニバーサルデザインの
まちづくりパートナー
区施設や公園、道路などの現地調査やユニバー
サルデザインのまちづくりの普及・啓発を行うボ
ランティア活動です。
●募集人数＝5名程度
●選考方法＝筆記（作文）・面接

1区内在住で月～金曜（休日を除く）の日中に
活動できる18歳以上の方6問合先へ申込書
（問合先で配布。区HPからも出力可）と作文を
郵送か持参。2月20日必着
7福祉管理課調整担当
t5744-1721f5744-1520

国民年金・特別障害給付金事務（特定
個人情報保護評価）に関する意見
●閲覧・意見書受付期間＝2月12日～3月13日
●閲覧場所＝問合先、区政情報コーナー、特別出
張所、区HP
●意見書の提出方法＝電子申請。問合先へ持参
か郵送かFAX

7国保年金課国保年金システム担当
t5744-1228f5744-1516

介護サービス相談員
区内の高齢者施設を訪問し、利用者から話を聞いた
り、介護の状況を把握する有償ボランティアです。

●活動費＝1回3,000円（月2回程度）
●募集人数＝若干名
●選考方法＝筆記（作文）・面接

1介護保険サービス事業所に勤務しておらず、
研修に全日程参加できる方6問合先へ申込書
（問合先で配布。区HPからも出力可）と作文を
郵送か持参。2月27日締め切り
7高齢福祉課高齢者支援担当
t5744-1250f5744-1522

特別区（東京23区）職員Ⅰ類
（早期SPI枠）
詳細は問合先HPをご覧ください。
●第1次試験日＝3月4日（水）～17日（火）内で受
験者が選択する日
1平成7年4月2日～17年4月1日生まれの方
6電子申請。2月18日午後5時受信有効
7特別区人事委員会事務局任用課
t5210-9787f5210-9708

建築リフォーム相談
地元の建築職人がリフォーム工事の相談にお応
えします。

1区内在住の方2第2・4火曜日（休日、3月第4
火曜は除く）午後1時30分～4時30分
3区役所本庁舎1階6当日会場へ
7産業振興課産業振興担当
t5744-1363f6424-8233

中学校夜間学級への入級相談
年齢・国籍に関係なく、小・中学校を卒業していな
い方や、諸事情により中学校で十分に学べなかっ
た方の入級の相談に応じます。詳細はお問い合わ
せください。
●授業日時＝月～金曜、午後5時30分～8時55分

1都内在住か在勤で、義務教育未修了の15歳以
上の方
※義務教育修了者でも諸事情により中学校で十
分に学べなかった方は、入級が可能な場合があ
ります
7糀谷中学校夜間学級（午後2時～9時）
t3741-4340f3744-2668

こどもの自立を支える家族の関わり方
ワークショップを交えたセミナーです。

1おおむね15～39歳のお子さんがいる区内在
住か在勤の方22月28日（土）午後2時～4時
3エセナおおた5先着40名
6電子申請。問合先へ電話も可
7子ども家庭支援センター相談調整担当
t6410-8551f3763-0199

区民公開講座
1　 地域で認知症とうまくつきあおう

22月21日（土）午後2時～3時30分
3田園調布医師会館（石川町2-7-1）
5先着50名6田園調布医師会
（t3728-6671f3728-7924）へ電話か
FAX（記入例参照）。2月20日締め切り

3　 おひとりさまで老後を生き抜くにはPART3
フレイル予防・認知症・がん末期、3部構成のパネ
ルディスカッションです。

23月14日（土）午後2時～4時3アプリコ
5先着370名6当日会場へ

4　 備えて安心 成年後見と登記・相続・遺言
司法書士による講座と相談会です。

23月22日（日）①講演会＝午前10時20分～11
時50分②相談会＝午後1時～4時30分（1組45分
程度）3区役所本庁舎2階5先着①50名②40組
6問合先へ電話。2月12日から受け付け
7（社福）大田区社会福祉協議会
t3736-2022f3736-5590

7健康医療政策課災害・地域医療担当
t5744-1264f5744-1523

－ 　～　 いずれも－1 3

春休みこども手話教室
1区内在住か在学の小学生（保護者同伴希望の
場合は要相談）
23月26日（木）午前10時～正午5先着30名
6問合先へFAXかEメール（記入例参照）
8さぽーとぴあ
t5728-9355f6303-7171
mota@tokyo-shuwacenter.or.jp

ハーブ入門講座
23月28日（土）午後1時30分～3時
5先着15組6問合先へ電話。2月12日午前10
時から受け付け（月曜を除く）
8平和の森公園展示室「みどりの縁側」
u6450-0123

会議の傍聴
1　 大田区歴史的風致維持向上計画策定協議会

22月18日（水）午後3時～5時
3区役所本庁舎11階5先着10名6当日会場へ
7都市計画課計画調整担当
t5744-1333f5744-1530

　 大田区環境審議会2

23月2日（月）午後3時～5時
3消費者生活センター5先着5名
6問合先へ電話。2月27日午後5時締め切り
7環境政策課環境政策担当
t5744-1625f5744-1532

　 大田区自立支援協議会3

23月27日（金）午後2時～4時15分
5先着10名6当日会場へ
※特別な配慮を希望する方はご相談ください
8さぽーとぴあ
t5728-9134f5728-9136

　 先進医療を知る「ロボット支援手術とは」2

22月28日（土）午後2時～3時30分
3大森医師会館（中央4-31-14）
5先着50名
6大森医師会（t3772-2402
f3777-7622）へ電話かFAX（記入例参照）。
2月27日締め切り
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文 化

★公演内容は変更になる場合があります
★記載事項のない公演への未就学児の入場はご遠慮願います

7（公財）大田区文化振興協会
t3750-1614f3750-1150

2月13日正午からオン
ライン

2月18日午前10時から
3750-1555

専用
電話

2月19日
午前10時から

窓口チケット
発売日

詳細は情報誌「ArtMenu」を
ご覧ください。

7課税課課税担当f5744-1515（共通）
　 大森t5744-1194　調布t5744-1195　蒲田t5744-1196

1次のいずれかに該当する方
①結核医療費受給者で、住民税が非課税（19歳以下は世帯主が非課税）
②自立支援医療費（精神通院）受給者で、同一世帯の国民健康保険加入
者全員の住民税が非課税　
※住民税未申告の方は、国保受給者証の発行ができません。必ず住民税
の申告を済ませてから申請してください
7結核＝感染症対策課感染症対策担当
t4446-2643f5744-1524
精神通院＝地域福祉課障害者地域支援担当
大森t5764-0696f5764-0659
調布t3726-4139f3726-5070
蒲田t5713-1383f5713-1509
糀谷・羽田t3741-6682f6423-8838

24月16日（木）午後6時30分開演4全席指定3,500円、25歳以下2,000円
●出演＝白石幸司(クラリネット）、佐久間和（ギター）、大橋高志（ピアノ）、
菊池一成（スーザフォン）、キャロル山﨑（ボーカル）

下丸子JAZZ倶楽部 白石幸司＆Swingin’Buddies
24月24日（金）午後6時30分開演4全席指定2,800円
●出演＝林家彦いち、桃月庵白酒
●ゲスト＝柳家三三

下丸子らくご倶楽部 彦いち・白酒

図書館だより

給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
給与所得控除

こどもえいが会～でんししょせきも読んじゃうよ！～
久が原 3753-3343　　3753-5642FAXTEL

1中学生以下（未就学児は保護者１名同伴）
22月23日（祝）午前9時30分～11時5先着50名程度6問合先へ電話

三橋昭 幻視原画展
蒲田 3738-2459　　3736-9782FAXTEL

レビー小体型認知症当事者による幻視の原画展とトークイベントです。
2①展示＝3月27日（金）～29日（日）午前10時～午後5時（29日は午後4
時まで）②トークイベント＝3月28日（土）午後2時～3時5②先着25名
6①当日会場へ②問合先へ電話。2月13日午前9時から受け付け

各図書館の催し ※会場の記載がないものは各館で

ウィンターコンサートin羽田図書館
羽田 3745-3221　　3745-3229FAXTEL

22月15日（日）午後2時～3時5先着60名6当日会場へ

地域包括支援センター新蒲田 出張相談会
多摩川 3756-1251　　3756-1745FAXTEL

22月17日（火）午後2時30分～4時6当日会場へ

詳細はコチラ

国民健康保険に加入している方へ

大田区民プラザ大田区民プラザ大田区民プラザ

1

結核・精神通院医療費の受給者に「結核医療給付金受給者証」「国保受給
者証（精神通院）」を交付します。指定の医療機関に提示すると、対象医療
費の自己負担金が不要になります。都外で受診した場合は、領収書を添え
て申請すると対象医療費の自己負担分が支給されます。

結核・精神通院医療給付金受給者証の交付1

医療費の全額を支払った場合、保険で認められた部分を支給します。申請方法な
どはお問い合わせください。申請から支給まで原則3か月かかります。また、診療日
の翌日から2年を経過すると時効となり支給できません。

療養費の給付2

納税者と生計を同一にする特定親族（19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超
123万円以下。配偶者、青色事業専従者として給与の支払いを受ける人・白色事業専従者
を除く）を有する場合、新たに特定親族特別控除が受けられます。特定親族特別控除は、
特定親族の合計所得金額に応じて控除額が減額されます。

特定親族特別控除の創設2
扶養控除などの対象となる扶養親族・同一生計配偶者の合計所
得金額などの各種控除に関する所得要件額が引き上げられまし
た。

各種控除に関する所得要件額3

令和７年度住民税に適用された子育て世帯に対する控除の拡充な
どが１年延長されました。

住宅借入金等特別税額控除（住宅ローン控除）4

特別区民税・都民税（住民税）の申告は郵送で
● 受付期間＝2月16日～3月16日

令和8年度からの個人住民税の主な改正点

7国保年金課国保給付係 t5744-1211 f5744-1516
 　　 ともに1 2

1次のいずれかに該当する方
①急病など、緊急そのほかやむを得ない理由で医療機関にマイナ保険証または資
格確認書を提示できなかった
②国外で診療を受けた（治療目的で渡航した場合を除く）
③医師の指示でコルセットなどの治療用装具を購入した
④医師が治療上必要と認めたマッサージ、はり・きゅうの施術を受けた
⑤骨折・脱臼・打撲・捻挫（骨折・脱臼は応急手当ての場合を除き、あらかじめ医師
の同意が必要）で接骨院・整骨院の施術を受けた
⑥輸血のための生血の費用を負担した（親族から血液を提供された場合を除く）
⑦臍帯血や内臓移植などの搬送費を負担した
⑧負傷・疾病などで移動が困難で、かつ緊急、そのほかやむを得ない理由で適切
な保険診療を受けるために移送された

さい  たい けつ

1高校生以上の方23月20日（祝）①午前9時30分～午後0時30分
②午後1時～4時3大田区総合体育館4各2,000円
5各15名程度6電子申請。2月26日締め切り
7（一財）国際都市おおた協会
t6410-7981f6410-7982

弓道体験で国際交流してみませんか

23月15日（日）午前9時30分～午後4時30分
6当日会場へ※一部事前申し込み有り
8洗足区民センターt3727-1461f3727-1462

ゆきがや太鼓や大森第六中学校の吹奏楽演奏・コンサートなど、こどもから
シニアの方まで楽しめます。

さくらフェスティバル
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梅スポット４選

人が自然に集まる場所をめざして

おおたアクション！
未来
をつくる

おおたの梅は皆さん
のお近くにも。

凛と咲くその姿、今
年もお楽しみくださ

い！

大田区と歴史的由緒の深いウメは、早春に寒さ
に負けず気品に満ちた花を咲かせるその姿が若
者層の多かった区にふさわしいものとして、昭和
51（1976）年に「区の花」に制定され、今年で50
年を迎えました。江戸時代以来、人々を魅了して
きたウメは今もなお区民に親しまれ、春を待ちわ

びる私たちの目を毎年楽しませてくれています。区ではウメの各名所の歴史
的・文化的な景観を将来へと引き継ぎ、これからも維持管理に努めていきます。

文 化

1小学3年生以上の方23月15日（日）午前10時～午後0時30分5抽選で25名

大森の伝統を学ぶ海苔つけ体験1

1小学生以上の方2①3月20日（祝）②4月4日(土)午前10時～正午5抽選で各30名
昔ながらの大森伝統の手法で乾海苔づくりを体験します。
初めての海苔つけ体験2

25月10日（日）まで
8馬込アートギャラリー
t6410-7960f6410-7962

地域の美術を掘り起こす/読み替える

6問合先へ往復はがき（3面記入例参照。 　希望日も明記）。2月21日消印有効
8大森 海苔のふるさと館（〒143-0005平和の森公園2-2）t5471-0333f5471-0347

 　　 ともに1 2
2

東京の海苔づくりの歴史などを学び、大森伝統の乾海苔づくりを体験します。
ほし

大森 海苔のふるさと館の催し
の　り

歌川広重「蒲田の梅園」『名所江戸百景』安政4（1857）年

築地学芸員

梅スポットまとめ記事はコチラ

馬込アートギャラリー開館記念展

高頭信子《原野花雲》1989年

宝来公園 田園調布

住所
田園調布3-31-1

アクセス
田園調布駅下車徒歩6分

紅梅や白梅が咲き、静かな環
境で梅を楽しめます。散策しな
がら季節の移ろいを感じられ
る公園です。

平和の森公園 平和島

住所
平和の森公園2-1

アクセス
平和島駅下車徒歩10分

約150ｍに渡って園内通路
沿いに梅が植えられ、「梅
ロード」の愛称で親しまれ
ています。

桜梅公園 森ヶ崎

住所
大森南2-23-12

アクセス
大森駅東口か蒲田駅東口から
京急バス森ヶ崎行きで、大森第
四小前バス停下車徒歩10分

呑川沿いの静かな落ち着いた
雰囲気の公園で、名前のとおり
春には梅や桜が楽しめます。

聖蹟蒲田梅屋敷公園 梅屋敷

住所
蒲田3-25-6

アクセス
梅屋敷駅下車徒歩5分

江戸時代からの梅の名所で、
12品種、約100本の白梅・紅梅
があり、早咲きから遅咲きまで
長い期間楽しめます。

大田区とウメ
ウメは大田区と歴史的由緒の深い花であることをご存知で
しょうか。江戸時代、梅の木は農家の副業として梅干しや梅
びしお（梅の加工調味料）製造の原料となる実の生産を第一
義に庭先などに植えられました。しかし、その花も人々の目
を楽しませ、やがて観賞用としての役割も備わっていきまし
た。そのため、「梅の木村」とも称される程、梅の木が多かっ
た蒲田には、花の盛りの頃になると観梅を目的とした人々が
訪れ、にぎわいをみせたと伝わります。

郷土博物館 築地学芸員のミニコラム

区
報

おおた区報　令和8年2月11日号

1日号は全戸配布、11日号・21日号は新聞折込と配送サービス（外出困難などの要件有り）で
配布。全号で駅広報スタンド、区施設、公衆浴場、セブン-イレブンでの配布も行っています。

次号の区報は 2月21日号 DXで進化する図書館へ特集
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